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町
税
等
の
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が

　
　
　
　
役
場
窓
口
で
可
能
に
な
り
ま
し
た
！

　
税
務
課
で
は「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」で
、町
税︵
「
町
民
税
･
県
民
税
･

森
林
環
境
税︵
普
通
徴
収
分
︶」「
固
定
資
産
税
･
都
市
計
画
税
」「
軽
自
動
車
税
」「
国
民

健
康
保
険
税
」︶の
口
座
振
替
の
申
し
込
み
を
し
て
い
た
だ
い
た
方
を
対
象
に
、抽
選
で

Y
ヨ

リ

カ

o
r
i
‒
C
a
ポ
イ
ン
ト
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

　
納
期
限
が
数
回
に
わ
た
る
町
税
も
、口
座
振
替
に
す
る
と
納
付
管
理
の
手
間
が
省
け
て

大
変
便
利
で
す
。こ
の
機
会
に
口
座
振
替
の
申
し
込
み
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

「
町
税
の
口
座
振
替
新
規
申
し
込
み

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」を
実
施
し
ま
す
！

�

税
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1
月
15
日
㈬
か
ら「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受

付
サ
ー
ビ
ス
」を
開
始
し
、町
税
等
の
口
座
振

替
の
申
し
込
み
が
役
場
窓
口
で
も
可
能
と
な

り
ま
し
た
。

　
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」と

は
、金
融
機
関
へ
の
来
店
や
届
出
印
の
押
印
が

不
要
で
、役
場
窓
口
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
だ

け
で
簡
単
に
口
座
振
替
の
申
し
込
み
が
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

▼�

対
象

①
町
民
税
･
県
民
税
･
森
林
環
境
税︵
普
通

徴
収
分
︶、②
固
定
資
産
税
･
都
市
計
画
税
、

③
軽
自
動
車
税
、④
国
民
健
康
保
険
税
、

⑤
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、⑥
保
育
料
、

⑦
保
育
所
給
食
費
、⑧
上
下
水
道
料
金

▼�

受
付
窓
口

①
～
④�

➡
税
務
課

⑤�

➡
町
民
課��

⑥
･
⑦�

➡
子
育
て
支
援
課

⑧�

➡
上
下
水
道
課

▼�

手
続
き
方
法

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
う
え
、各

受
付
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。な
お
、手

続
き
の
際
は
暗
証
番
号
の
入
力
が
必
要
で

す
。

※�
利
用
で
き
な
い
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
も
あ
り

ま
す
の
で
、各
金
融
機
関
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼�

対
象
金
融
機
関

〇
埼
玉
り
そ
な
銀
行

〇
武
蔵
野
銀
行

〇
埼
玉
縣
信
用
金
庫　
　

〇
ふ
か
や
農
業
協
同
組
合

〇
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

※�

従
来
の
金
融
機
関
窓
口
で
の
申
し
込
み
も
、

引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
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共
通︵
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税
務
課︵
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線
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町
民
課︵

内
線
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子
育
て
支
援
課︵

内
線
2
0
1
︶

上
下
水
道
課︵

内
線
2
6
6
︶

町税の口座振替を税務課窓口にて
「ペイジー口座振替受付サービス」で
お申し込みいただいた方

付与
ポイント数 1人当たり500ポイント(500円分)

※�「町税以外の口座振替を申し込みした場合」または「金
融機関窓口で口座振替を申し込みした場合」はキャン
ペーン対象外となります。

実施期間

対象

対象人数 抽選で100人

ポイント
付与時期 ４月中旬(予定)

ポイント
有効期間

付与時点から
令和8年3月31日㈫まで

キャンペーン内容

1月15日㈬～3月31日㈪

「
書
か
な
い
窓
口
」を
始
め
ま
し
た
！

　
1
月
6
日
㈪
か
ら
、役
場
1
階
の
町
民
課
、税

務
課
お
よ
び
2
階
の
子
育
て
支
援
課
に
お
い
て

「
書
か
な
い
窓
口
」を
導
入
し
ま
し
た
。

「
書
か
な
い
窓
口
」
と
は

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
等
の

本
人
確
認
書
類
を
利
用
し
て
、申
請
書
等
に
住

所・氏
名・生
年
月
日
を
印
字
す
る
も
の
で
、今

ま
で
記
入
い
た
だ
い
て
い
た
申
請
書
等
の
記
入

項
目
が
少
な
く
な
り
ま
す
。窓
口
で
申
請
書
を

作
成
す
る
際
に
手
書
き
の
負
担
が
減
り
ま
す

の
で「
書
か
な
い
窓
口
」を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

※�

機
器
を
設
置
し
て
い
る
窓
口
で
も
、す
べ
て

の
申
請
手
続
き
が「
書
か
な
い
窓
口
」の
対
象

と
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※�

本
人
確
認
書
類
の
汚
れ
等
に
よ
り
、正
し
く

印
字
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼�

対
象
窓
口
／
１
階�

町
民
課
、税
務
課　

　

２
階�

子
育
て
支
援
課

▼�

対
象
申
請
書
／
住
民
票
の
写
し
、戸
籍
証
明

書
、印
鑑
登
録
証
明
書
、所
得
証
明
書
、子
育

て
関
係
申
請
書
類
等

▼�

利
用
で
き
る
本
人
確
認
書
類

次
の
い
ず
れ
か
の
顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書

類
が
利
用
で
き
ま
す
。

〇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

〇
運
転
免
許
証

〇
運
転
経
歴
証
明
書

〇
在
留
カ
ー
ド

〇
特
別
永
住
者
証
明
書
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子
育
て
世
帯
向
け

医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て

①
こ
ど
も
医
療
費
給
付
事
業

　
町
で
は
、子
ど
も
が
必
要
と
す
る
医
療
を
受

け
や
す
く
す
る
た
め
、町
内
に
住
所
が
あ
る
、

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月
31
日

ま
で
の
子
ど
も
の
医
療
費
等
を
支
給
し
て
い

ま
す
。

②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
給
付
事
業

　
町
で
は
、ひ
と
り
親
家
庭
や
、父
ま
た
は
母

に
一
定
の
障
害
が
あ
る
家
庭
等
の
子
ど
も
と

保
護
者
を
対
象
に
、医
療
費
等
を
支
給
し
て
い

ま
す
。

※�

①
、②
共
に
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、あ

ら
か
じ
め
受
給
資
格
の
登
録
が
必
要
で
す
。

受
給
内
容
変
更
に
伴
う
届
出
･
医
療
費
の
適

正
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

○�

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
･
住
所
や
氏
名

の
変
更
等
、登
録
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
届
出
が
必
要
で
す
。

○�

緊
急
時
以
外
は
、平
日
の
診
療
時
間
内
に

受
診
し
ま
し
ょ
う
。

○�

保
育
所︵
園
︶･
学
校︵
幼
稚
園
︶管
理
下
に

お
け
る
け
が
等
で
、日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ

ン
タ
ー
の
災
害
共
済
給
付
制
度
の
対
象
と

な
る
場
合
や
、ほ
か
の
公
費
負
担
医
療
制
度

か
ら
支
給
さ
れ
る
医
療
費
に
つ
い
て
は
、対

象
外
で
す
。

○�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
に
つ
い
て
、

医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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育
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︵
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農
業
者
経
営
継
続
支
援
事
業

補
助
金

　
町
で
は
、厳
し
い
経
営
環
境
に
置
か
れ
て
い

る
農
業
者
の
経
営
継
続
を
支
援
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
農
業
者
経
営
継
続
支
援
事
業
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

▼�

対
象
／
農
業
共
済
の
う
ち
、家
畜
共
済
、園
芸

施
設
共
済
、果
樹
共
済
の
い
ず
れ
か
に
加
入

ま
た
は
収
入
保
険
に
加
入
し
、町
内
に
住
所

を
有
す
る
個
人
ま
た
は
法
人

▼�

補
助
金
額
／
令
和
6
年
中
に
支
払
っ
た
右
記

対
象
の
農
業
共
済
ま
た
は
収
入
保
険
掛
金

額
の
10
分
の
2︵
上
限
額
30
万
円
︶

※
た
だ
し
、収
入
保
険
の
積
立
金
部
分
は
除
く

▼�

申
請
方
法
／
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
委

任
状
兼
誓
約
書
、個
人
情
報
に
関
す
る
同
意

書
を
取
得
し
、町
産
業
振
興
企
業
誘
致
課
、

ま
た
は
埼
玉
県
農
業
共
済
組
合
北
部
統
括

支
所
へ
持
参
、も
し
く
は
郵
送
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

▼�

申
請
期
限
／
1
月
31
日
㈮
ま
で︵
期
日
必
着
︶

▼�

申
請
先

産
業
振
興
企
業
誘
致
課

〒
3
6
9
‒
1
2
9
2　
住
所
記
載
不
要

埼
玉
県
農
業
共
済
組
合
北
部
統
括
支
所

〒
3
6
0
‒
0
8
4
3

　
熊
谷
市
三
ヶ
尻
3
2
2

�

産
業
振
興
企
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誘
致
課

　
︵
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会
計
年
度
任
用
職
員
を

募
集
し
て
い
ま
す

　
町
で
は
、令
和
7
年
度
の
会
計
年
度
任
用

職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

会
計
年
度
任
用
職
員
と
は
、任
期
が
最
長

1
年
間︵
4
月
1
日
～
翌
年
3
月
31
日
︶で
任

用
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
で
す
。

　
募
集
案
内
や
選
考
申
込
書
は
総
務
課
で
配

布
し
て
い
る
ほ
か
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

▼�

募
集
職
種
／
一
般
事
務
、保
育
士
、保
健
師
、

学
習
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
、そ
の
他

▼�

任
用
期
間
／
令
和
7
年
4
月
～
令
和
8
年

3
月︵
最
長
1
年
間
︶

▼�

選
考
方
法
／
書
類
選
考
、面
接
な
ど

▼�

提
出
書
類
／
選
考
申
込
書
、資
格
職
の
場

合
は
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し
、障

害
者
の
方
は
障
害
者
手
帳
等
の
写
し

▼�

提
出
期
限
／
1
月
24
日
㈮

▼�

提
出
場
所
／
総
務
課︵
役
場
3
階
︶

※�

勤
務
条
件︵
任
用
期
間
、勤
務
場
所
、報
酬
、

手
当
等
︶は
職
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
募
集
案
内
、ま
た
は
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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総
務
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